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※
身
体
に
障
が
い
が
あ
り
、
自
動
車
駐
車

　

場
を
利
用
さ
れ
る
か
た
に
つ
い
て
は
、

　

事
前
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
度
の
取
り
組
み
や
本
年

度
の
主
要
な
施
策
等
に
つ
い
て
、

山
中
市
長
が
市
民
の
皆
さ
ん
に

ご
説
明
す
る
と
と
も
に
、
芦
屋

を
よ
り
良
い
ま
ち
に
す
る
た
め

に
市
民
の
皆
さ
ん
と
意
見
交
換

を
行
う「
集
会
所
ト
ー
ク
」を
、

四
月
十
九
日
か
ら
、
市
内
の
集

会
所
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

五
月
の
開
催
日
時
・
会
場
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
直

　

接
会
場
へ
。

※
各
会
場
は
三
十
人
入
場
可
。

※
各
会
場
に
は
駐
車
・
駐
輪
ス

　

ペ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

　

バ
ス
ま
た
は
徒
歩
で
お
越
し

　

く
だ
さ
い
。
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　 毎年５月５日の「こどもの日」から１週間は、児童福祉週間です。
　すべての子どもたちが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希
望をもって未来の担い手として、個性豊かにたくましく育っていける環境・社会を
つくりましょう。
　市では、「次世代育成支援対策推進行動計画」を策定し、親子と子どもを取り巻く
地域を支える環境づくりに取り組んでいます。
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　菊づくり講習会を、下記のとおり開催します。
菊づくりの楽しさを、ご一緒に味わってみませ
んか。奮ってご参加ください。
※参加者には、菊苗を差し上げま
す。
■��　５月26日（土）午後１時
30分～３時30分　■��　経済
課・消費生活センター２階会議室
（公光町5-10）　■��　先着25
人　■�����５月１日（火）
午前９時から、電話で下記へ
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　今年も、７月７日（土）にルナ・ホールで「高齢者の
つどい（演芸フェスティバル）」を実施します。その催
しで日ごろの活動成果を発表していただける高齢者
の団体を、次のとおり募集します。
■��　市内で活動している10人以上の高齢者の団
体で、他の団体にない特色をアピールできる団体　
■���　２団体（グループ）　■����　応募用
紙に必要事項を記入し、５
月15日（火）までに下記へ。
応募多数の場合、選考の上
決定。※応募用紙は高年福
祉課窓口に置いています。
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芦
屋
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
委
員

の
任
期
満
了
に
伴
い
、「
芦
屋
市
廃
棄
物
減
量

等
推
進
審
議
会
条
例
」
に
基
づ
き
、
次
期
審
議

会
委
員
を
市
民
の
か
た
か
ら
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

■�
�
�
�
�
①
一
般
廃
棄
物
の
減
量
化
お
よ
び
再
資
源
化
の
推
進
に

　
　
　
　
　
　
　

関
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　

②
分
別
収
集
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　

③
啓
発
活
動
に
関
す
る
こ
と

■�
�
�
�
　

若
干
名

■�
�
�
�
　

八
月
一
日
〜
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日（
二
年
間
）

■�
�
�
�
　

満
二
十
歳
以
上
の
市
民（
八
月
一
日
現
在
）

■�
�
�
�
　

一
日
・
一
万
千
二
百
円（
所
得
税
込
）

■�
�
�
�
　

五
月
七
日
〜
二
十
一
日〈
必
着
〉の
平
日
・
執
務
時
間
内

■�
�
�
�
　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
お
よ
び「
廃
棄
物
の
減

　
　
　
　
　
　

量
化
・
再
資
源
化
」に
関
す
る
作
文（
八
百
字
程
度
）を
記

　
　
　
　
　
　

入
し
、期
間
内
に
持
参
ま
た
は
郵
送
で
上
記
へ
。

　
　
　
　
　
　

※
応
募
用
紙
は
返
却
し
ま
せ
ん
。ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■�
�
�
�
　

選
考
委
員
会
で
決
定
。決
定
後
通
知
し
ま
す
。
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　水質検査計画の適正化や透明性を確保するため、水源の特性
など本市の地域性を踏まえ、検査の地点・項目・頻度とその理
由などを明記した「平成24年度水質検査計画」を策定しました
ので公表します。※検査計画は市ホームページ・水道部で公表
し、下記で配付しています。
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　平成24年７月９日に新しい住民基本台帳法が施行され、下記の条件に該当する
外国人住民は日本人住民と同様に住民票に記載されることになります。平成24年
５月７日以降、現在の外国人登録原票を基に作成した「仮住民票」を住民票作成の
対象となるかたに発送します。
　「仮住民票」の記載内容をご確認いただくとともに、同封している「調査依頼シー
ト」の返送にご協力お願いいたします。修正がなければ送付させていただいた「仮
住民票」の内容が、平成24年７月９日をもって住民票となります。
�������	
�������������

■中長期在留者（在留カード交付対象者。詳しくは法務省ホームページをご覧ください）
■特別永住者　■一時庇護許可者または仮滞在許可者
■出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
����

※上記対象者のかたで５月21日（月）までに「仮住民票」が届かなかった場合は、市
民課までご連絡ください。
※上記に該当するかたで入国管理局の在留更新許可または在留資格変更許可の記
載事項の変更を市に届けていないかたは「仮住民票」が送付されませんので、市民
課で手続きしてください。
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　市では、「第５期介護保険事業計画（平成24～26年度）」に基づき、平成24年度の地域
密着型サービスの開設を希望する事業者を募集します。
�������	
���

※②・③は合築を優先。④は必須
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���������５月１日から、平日・執務時間内＜随時＞
�������	
	�５月１日から、平日・執務時間内＜随時＞
　　　　　　　　　　　※ご相談・ご質問についても、随時受け付けています。
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　人と自然とのかかわりを通じて、環境を守る大切さを
知っていただくため、次のとおり参加者（両日参加）を募
集します。
■��　＜サツマイモの植え付け体験＞６月２日（土）
＜収穫体験＞10月20日（土）・午前９時30分出発／午後４時
帰着予定　■����　みずほ協同農園と周辺（三木市細
川町瑞穂2328-1）　■��　40人※小学校６年生までの児
童単独または児童同士の参加は不可　■���　各回・大
人2,000円/小学校６年生まで1,000円　■���　昼食・水
筒・筆記用具・帽子・タオル・軍手等　■�����５月18
日（金）午後５時30分までに、下記へ※申し込み多数の場合
は抽選。参加者には５月23日（水）ごろに通知します。
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●平日の昼間は水道部
へお尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）
へお尋ねください。

●夜間の修理は、右の業
者が待機しています。
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�������	
�　５月３日（木）・25日（金）午前10時～正午　���　
隈本由紀子氏　�����200円　＊直接会場へ

�����〈火曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
��　５月10日（木）午前10時～正午　����　かぎ針
（６号または７号）、アクリル毛糸　※ない場合は１作品につき50円

������〈水曜日休館〉
��������（午前中）

��������	
������　５月10日（木）午前10時～11時　■
定員　10人　����　100円

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	�
���������　５月18日（金）午後１時30
分～　�����200円　＊直接会場へ

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
���　５月27日（日）午前10時～正午　����　200
円　＊直接会場へ

�����〈月曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
��������　５月５日・12日・19日・26日（土）午
後１時～４時30分　＊直接会場へ

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
�����
�������������������　５
月12日（土）午前10時～正午　����　200円　＊直接会場へ

�������〈月曜日休館〉
��������（午前中）

��������	��������	
������　５月１日（火）午前
10時～正午　����　100円（お茶代）　＊直接会場へ

�����〈月曜日休館〉
��������（午前中）
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　市では、山手幹線芦屋川隧道の整備に併せて、平成21年度から平成23年度にかけ
て「月若町周辺地区都市再生整備計画事業」を実施しました。昨年11月に事後評価
原案を公表しましたが、その後、芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会の審議を
経て、事後評価シートが完成しましたので公表します。
■����　５月１日（火）から事後評価のフォローアップ結果を公表するまで
　　　　　　（平日の執務時間内）
■����　都市整備課※市ホームページでもご覧いただけます。
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　消防本部では、梅雨の出水期を前にして水防訓練
を、次のとおり実施します。
■����　５月29日（火）午前10時～11時
■����　潮芦屋ビーチ西側
■����　芦屋市・消防本部・消防団
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　県では、梅雨期を控えた５月を「宅地防災月間として、宅地の災害防止を図り、危険
宅地の改善を促進しています。本市においても、「宅地防災月間」事業として、次のとお
り相談会やパトロールを実施します。
��������
■��　５月９日（水）午後２時～４時　■��　市役所北館２階会議室４　■��
宅地の安全性等に疑問のあるかたの相談を受け付け
�������	
��
■��　５月17日（木）午後１時30分～４時30分　■�����　市内の危険箇所　
■��　県・市が合同で実施し、危険箇所の把握および注意・指導を行います。
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　市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料および保育所保育料の内、
高額・長期滞納案件などを債権管理課に移管します。
　対象のかたには、各担当課から債権管理課への移管予告通知書を５月中旬以降に発
送する予定です。
　発送後、納付またはご連絡がない場合には、債権管理課に収納業務が移管されます。
　納付できる収入や財産があるにもかかわらず納付していただけないかたについて
は、給与・年金・不動産といった財産の差し押さえ処分を前提として取り組むことにな
ります。納付が困難な事情のあるかたは、各担当窓口へご相談ください。
��������
■�� �　収税課（�38-2014）
■� � � � � � �　保険医療助成課 保険担当（�38-2226）
■�������	
�　保険医療助成課 医療助成担当（�38-2037）
■� � � � �　高年福祉課 介護保険担当（�38-2024）
■� � � � � �　こども課 保育担当（�38-2045）
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　住まいの耐震化を進めるためのフォーラムと安心して住み続けられる住まいづ
くりのための個別相談会を、次のとおり開催します。
■��　６月２日（土）・＜フォーラム＞午後１時～３時30分／＜個別相談会＞午
前11時～午後０時30分・午後３時30分～４時30分　■��　市民センター 401室　
■�����電話またはファクスで、行事名・氏名・住所・電話番号・参加人数・個別
相談の有無を、NPO法人「人・家・街・安全支援機構」本部事務局（�0120-263-150/�
06-6456-1073）まで
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■����　阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建
　　　　　　設計画）地区計画の決定／都市計画浜風町
　　　　　　１街区地区計画（芦屋市決定）案
■����　５月７日～21日・平日の執務時間内
■����　都市計画課（市役所北館３階）
※縦覧期間中、住民および利害関係者は、市に上記決定案に
　ついて意見書を、縦覧場所へ提出することができます。
※なお、意見書は個人情報以外は都市計画審議会の資料
　として公表されます。 ��������
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　住所の表示をわかりやすくし、郵便物の誤配送等を防止するために、５月１日
から住居表示実施区域内で、同じ住居番号の建物に枝番号を付定することができ
るようになりました。
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　市税等の滞納により差し押さえた自動車・バイク・動産を、インターネットによる
「せり売り」の方法で公売します。公売はどなたでも参加できます。
������
自動車２台（ホンダ フィット、ニッサン ステージア）／バイク
１台（ヤマハ ＸＪＲ１２００）／洋酒10本／バッグ１点／グラス類
６点／絵画１点／写真集１点
������
■����　５月25日（金）午後１時～６月11日（月）午後11時
■����　６月18日（月）午後１時～６月20日（水）午後11時
※公売物件等の詳細は、公売広報・市ホームページを参照。
※公売物件の現物をご覧になりたいかたは、下記へご連絡くだ
さい。


